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  2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 
 

 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人アジア女性資料センター  
 
 １ 事業の成果 
 

2016年度は渋谷区桜丘町を主な活動場所として事業を展開した。 

ジェンダー及び人権に関わる出版事業とセミナーやワークショップの開催を通じて教育事業を実

施しつつ、並行して女性に対する暴力をなくす取り組みへの政策提言及びロビーイングを行った。 

 首都圏以外の地域とのネットワーク形成を試みたほか、ニューヨークで開催された国連女性の

地位委員会にも参加し海外とのネットワーク形成の強化にも努めた。 

 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 
 
 
 
 
  出版事業 機関誌「女たちの2

1世紀」No.82～85の
出版 

6月、9月、 
12月、3月 

渋谷区 2人 800人×4回 
一般市民／ 
一般流通 

3,609 
 
 
 
 英文機関誌『Voices

 from Japan』No.30
の出版 

3月 渋谷区 2人 150人 
一般市民 

300 

教育事業 ジェンダーと人権の

理解を深めるための

セミナー及びワーク

ショップ等イベント

の開催 

随時  
 

全国 2人 約480人 
一般市民 

1,548 

政策提言事業 
女性の権利に関する

政策提言を行った 

随時  
 

渋谷区 2人 不特定多数 
一般市民 

539 

同じ目的を持つ
団体・グループ
との共同事業 

ジェンダーと人権に

関する書籍・視聴覚

教材の共同開発及び

販売を行った 

常時  
 

渋谷区 2人 100人 
10代～20代 

21 

 
 （２）その他の事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

事業費の 
金額 

（千円） 

 

物品の制作・販売 既に制作済みのアジア女性資料セ
ンターの活動を推進・普及するた
めのグッズ販売を行った。 

常時 全国へ送付 2人 21 

設備貸事業 事務所施設の一部、プロジェクタ
ー、印刷機の貸し出しを行った。 

常時 渋谷区 2人 65 

   
 


